
島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (�)

� �

� �

島根県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 （建 築 住 宅 課） �

� �

生活保護法の規定による医療扶助を担当する機関の指定（
件） （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

生活保護法の規定による介護機関の指定 （ 〃 ） �

生活保護法の規定による指定介護機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

生活保護法の規定による指定施術機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

農地保有合理化事業規程の廃止の承認 （農 業 経 営 課） �

県営土地改良事業計画の変更（
件） （農 村 整 備 課） �

保安林の指定（
件） （森 林 整 備 課） �

解除予定保安林 （ 〃 ） �

保安林予定森林 （ 〃 ） �

保安林の指定施業要件の変更（件） （ 〃 ） �

道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） ��

道路の供用開始 （ 〃 ） ��

土砂災害警戒区域の指定 （砂 防 課） ��

� �

平成��年島根県歯科技工士試験の合格者 （医 療 対 策 課） ��

����

職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 ��

県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則 ��

職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則 ��

����

島根県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則 ��

島根県地方警察職員組織別定員に関する規則の一部を改正する規則 ��

島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 ��

	 


昭和�	年�月��日付け島根県報第	����号中 （会 計 課） ��

平成��年�月��日付け島根県報第�����号中 （環 境 政 策 課） ��

平成��年�月	�日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） ��

平成��年��月��日付け島根県報第�����号中 （森 林 整 備 課） ��

平成��年�月�日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） ��

����������������������������������������������������
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平成��年�月�	日 (金)

� ������
(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

� �

島根県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則

島根県営住宅条例施行規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第��条を次のように改める。

（入居者駐車場使用料の免除等）

�
�� 条例第	
条第�項の規定による入居者駐車場の使用料の免除又は同条第�項の規定による入居者駐車場の使用料

の減免を受けようとする者は、様式第�
号の入居者駐車場使用料免除（減免）承認願を提出し、知事の承認を受けなけ

ればならない。

第��条第�項の表中「及び第�項」を「及び第�項」に、「第	�条第�項各号列記以外の部分」を「第	�条第�項及び

第�項各号列記以外の部分」に、「第	�条第�項第号」を「第	�条第�項第�号」に、「第	�条第�項及び第�項」を

「第	�条第�項及び第項」に、「第��条第�項」を「第��条第�項」に改める。

様式第��号中「に該当するため」を「の条件を満たさないため」に改める。

様式第�
号を次のように改める。

第�����号 平成��年�月��日(�)

������������

◇���������������� !"#��（規則第��号）

� 規則の概要

� 入居者駐車場使用料免除又は減免に係る様式を改めることとした。（第��条・様式第�
号関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。
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島 根 県 報第�����号 平成��年�月�	日 (	)

������（第��条関係）

入居者駐車場使用料免除（減免）承認願

年 月 日

島根県知事 様

次のとおり必要書類を添えて、島根県営住宅条例施行規則第��条第
項の規定に基づき、入居者駐車場使用料の免

除（減免）を申請します。

備考 自動車税又は軽自動車税の減免等により申請する場合は、課税免除（減免）通知書（写）を添付してください。

（必要に応じて原本の提示を求めることがあります。）

住 宅 名 県営住宅 団地 第 号

入居者氏名 �

免除（減免）を申請する理由

承 認 期 間
年 月 日から

年 月 日まで

備 考



島 根 県 報

様式第��号中「県営住宅立入検査吏員証」を「県営住宅立入検査職員証」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� �

������	
��

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので、同法第��条の	第�号の規定により告示する。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������	
�

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条において準用する同法第��条の規定により、同法による医療扶助を担当す

る機関を次のとおり指定したので、同法第��条の	第�号の規定により告示する。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������		��

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の	の規定により、次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので、同法第��条の	第	号の規定により告示する。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

������		
�

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の	第�項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第��条の	第�号の規定により告示する。

平成��年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成��年
月��日(�)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

わたなべ耳鼻咽喉科医院 松江市東朝日町小浜���番地 平成��年
月�日

施 術 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

長田八整骨院 松江市上乃木
－��－� 平成��年	月�日

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

林医院 松江市北堀町��番地	 平成��年	月�日

医療法人青葉会青葉クリニック 松江市朝日町���番地 あおとビル�階 平成��年	月�日

わたなべ耳鼻咽喉科医院 松江市東朝日町小浜��� 平成��年	月�日



島 根 県 報

����������

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	�

生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指定施術機関

の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月�
日

第����号 平成��年	月�
日 (�)

事 業 者

実施する事業

事 業 所
指 定
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

医療法人 周晴会
松江市北堀町��番地
�

居宅療養管理
指導

林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
	月�日

医療法人 周晴会
松江市北堀町��番地
�

訪問看護 林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
	月�日

医療法人 周晴会
松江市北堀町��番地
�

介護予防居宅
療養管理指導

林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
	月�日

医療法人 周晴会
松江市北堀町��番地
�

介護予防訪問
看護

林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
	月�日

特定非営利活動法人
久米の家

松江市法吉町久米
��
番地�

小規模多機能
型居宅介護

小規模多機能型居宅
介護事業所 ほっと

松江市法吉町��
番
地	

平成��年
	月��日

特定非営利活動法人
久米の家

松江市法吉町久米
��
番地�

介護予防小規
模多機能型居
宅介護

小規模多機能型居宅
介護事業所 ほっと

松江市法吉町��
番
地	

平成��年
	月��日

特定非営利活動法人
穂なみネット��

出雲市里方町��番
地

介護予防通所
介護

穂なみデイサービス
センター

出雲市里方町��番
地

平成��年
	月�日

事 業 者

廃止する事業

事 業 所
廃 止
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

林 周平
松江市北堀町��番地
�

居宅療養管理
指導

林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
�月��日

林 周平
松江市北堀町��番地
�

訪問看護 林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
�月��日

林 周平
松江市北堀町��番地
�

介護予防居宅
療養管理指導

林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
�月��日

林 周平
松江市北堀町��番地
�

介護予防訪問
看護

林医院
松江市北堀町��番地
�

平成��年
�月��日



島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

農業経営基盤強化促進法（昭和��年法律第��号）第�条第�項の規定により、財団法人三刀屋農業振興センターの次の

事業に係る農地保有合理化事業規程の廃止を承認したので、同条第�項において準用する同法第�条第�項の規定により

告示する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 農地売買等事業

� 研修等事業

��������
	

土地改良法（昭和�年法律第�	�号）第��条の
第�項の規定に基づき、飯石南（吉田）地区を受益地域とする区画整

理事業（県営中山間地域総合整備事業）の計画を変更したので、同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定に

より、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画の変更に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

飯石南（吉田）地区区画整理事業（県営中山間地域総合整備事業）変更計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間


 縦覧の場所

雲南市役所

���������	

土地改良法（昭和�年法律第�	�号）第��条の
第�項の規定に基づき、飯石南（吉田）地区を受益地域とする農道事

業（県営中山間地域総合整備事業）の計画を変更したので、同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

なお、当該事業の利害関係人で当該事業計画の変更に異議のあるものは、縦覧期間満了後��日以内に申し出られたい。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 縦覧に供する書類の名称

飯石南（吉田）地区農道事業（県営中山間地域総合整備事業）変更計画書の写し

� 縦覧の期間

告示の日から��日間


 縦覧の場所

第����号 平成�	年
月��日(�)

施 術 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

長田八整骨院 松江市浜乃木�－�－� 平成�	年�月��日



島 根 県 報

雲南市役所

���������	

森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第	項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成
�年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林の所在場所

安来市広瀬町上山佐��
�、��
�－�

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������
	

森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定をするので、同法第��条第	項において

準用する同条第�項の規定により告示する。

平成
�年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林の所在場所

安来市伯太町西母里���、���－�、���、���、���－�、��－�、���、���－�、��
�－�、��
�から��
まで

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

次の保安林を解除予定保安林としたから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により告示する。

第
���号 平成
�年�月��日 (�)



島 根 県 報

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除予定保安林の所在場所

浜田市弥栄町三里ロ���－�・ロ��	－�・ロ�	�－
（以上�筆については次の図に示す部分に限る。）、ロ���－

�、ロ���－�、ロ��	－、ロ�	�－�、ロ�	�－�、ロ�	�－�、ロ�		－�

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

林道用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������	


次の森林を保安林予定森林としたから、森林法（昭和�	年法律第���号）第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 保安林予定森林の所在場所

安来市伯太町上小竹����

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び安来市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������


次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和�	年法律第���号）第��条の�において準用する

同法第��条の�第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成��年�月��日付け島根県告示第	��号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

第���	�号 平成��年�月��日(�)
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���������	

次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�において準用する

同法第��条の�第	項の規定により告示する。

平成
�年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和��年
�月
�日付け農林省告示第
�
�号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

���������	

次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�において準用する

同法第��条の�第	項の規定により告示する。

平成
�年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

昭和��年

月��日付け農林水産省告示第
���号

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度 変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

��������
	

次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�において準用する

同法第��条の�第	項の規定により告示する。

平成
�年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

	 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所と指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成元年	月
�日付け農林水産省告示第�
号（一に係るものに限る。）

� 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。）

第
���号 平成
�年�月��日 (�)
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��������	


道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成��年	月�
日(��)

道路の
種 類

路 線 名
道 路 の 区 域 管轄する地

方機関の名
称

備 考
区 間 変更前

後の別 敷地の幅員 延 長

一般国道 ��号
出雲市佐田町八幡原
���番��地先から同地
先まで

前
メートル

����～
����

メートル
����

出雲県土整
備事務所

特定交通安全工
事

拡幅後 �����～
���
�

����

〃 
�号

出雲市小境町蛇喰����

番�地先から同市美野
町字大谷�
�
番	地先
まで

前 ����～
�����

�������� 交通安全施設等
整備工事

拡幅後 �����～
�����

����
���

〃 ���号
江津市松川町長良���

番�地先から同町長良
���番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

����～
�����

������

浜田県土整
備事務所

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ解
消

市道移管

�����～
�
���

������

後 Ｂ �����～
�
���

������

県 道
本庄福富松
江線

松江市西尾町�番��地
先から同市西川津町
���
番�地先まで

前 �����～
�����

������
松江県土整
備事務所

道路改良工事

拡幅後 ����～
�����

������

〃
出雲路自転
車道線

出雲市大社町中荒木
����番�地先から同
����番�地先まで

前 ���～
����

����

出雲県土整
備事務所

農免農道整備工
事

減幅

河川区域に返還
後 ���～

����
����

〃
三刀屋佐田
線

出雲市佐田町反辺����

番�地先から同���番
�地先まで

Ａ

前

Ｂ


���～

����

�������� 左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ

道路改良工事

拡幅及び減幅

�����～
����

������

Ａ

後

Ｂ


���～

����

��������

�����～
����

������

〃

Ａ

前

Ｂ


���～

����

��������
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ解
〃

出雲市佐田町反辺����

番�地先から同���番
�地先まで

�����～
����

������
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�

��������	


道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成�	年
月��日 (��)

後 Ｂ �����～
����

	�����
消

市道移管

〃
斐川出雲大
社線

出雲市大社町杵築南
��	番�地先から同町
杵築東����番地先まで

前 �����～
�����

����� 特定交通安全工
事

延長の減
出雲市大社町杵築南
��	番�地先から同��
番�地先まで

後 �����～
�����

�����

〃 日貫川本線
江津市桜江町川越���

番�地先から同��	番

地先まで

前 ����～
����

�����
浜田県土整
備事務所

市道改良工事に
伴う県道付け替
え

拡幅後 ����～
����

�����

〃
益田津和野
線

益田市上黒谷町	�番
�地先から同町�	番
�地先まで

前 ����～
����

��	���

益田県土整
備事務所

道路改良工事

拡幅後 ����～
�����

��	���

〃 〃
益田市上黒谷町�	番
�地先から同町	�番
�地先まで

前 Ａ ���～
�����

������
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ

道路改良工事

拡幅

Ａ

後

Ｂ

���～
�����

������

�����～
����

������

〃 益田阿武線
益田市上黒谷町	�番
�地先から同地先まで

前 �����～
�	���

����� 益田津和野線道
路改良工事に伴
う拡幅後 �����～

���
�����

〃 益田澄川線
益田市駅前町ロ��番
�地先から同町�番��

地先まで

前 ����～
�����

������ 街路工事

拡幅後 �	��� ������

〃
益田停車場
線

益田市駅前町�番
地
先から同町ロ��番�

地先まで

前 ����～
�����

������ 街路工事

拡幅後 �	���～
�����

������
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成��年法律第��号）第�条第�項の規定によ

り、次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定するので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年	月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

� 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

出雲市

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

� 急傾斜地の崩壊

合ヶ谷、相代、上ゲ、上ゲ�、上ゲ�、上ゲ	、上ヶ島東、浅柄�、浅柄�、浅柄大橋南、旭が丘Ａ、旭が丘Ｂ、

朝山町、朝山町上組Ｄ、朝山町鞍掛橋西、朝山町下組、朝山町西田Ａ、朝山町西田Ｂ、朝山町西田Ｄ、朝山町西田

Ｅ、朝山町西田Ｆ、芦渡町神谷Ａ、芦渡町神谷�、芦渡町廻田谷Ａ、芦渡町廻田谷Ｂ、芦渡町廻田谷Ｃ、芦渡町廻田

谷Ｄ、芦渡町花月橋東Ａ、芦渡町花月橋東Ｂ、芦渡町花月橋南、芦渡町保知石Ｄ、芦渡町保知石中橋Ａ、芦渡町保知

石中橋Ｂ、芦渡町吉廻谷Ａ、芦渡町吉廻谷Ｂ、芦渡町吉廻谷Ｃ、愛宕山公園、阿土谷、荒木、間谷、庵地、庵地�、

石畑�、石畑�、石畑	、石広川北Ａ、石広川南�、出雲砕石南�、市場�、市森�Ａ、市森�Ｂ、市森�、市森神

社南�、稲荷神社南、伊努谷、井上、猪目�、今市町Ａ、今市町Ｂ、今市町Ｃ、今市町Ｄ、植木谷、上寄�、上寄

�、上寄�、兎谷、後下、後野橋西、臼井、十六島、十六島多井Ａ、十六島多井Ｂ、十六島町十六島、宇那手町北口

第����号 平成��年	月�
日(��)

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

一般国道 ���号
鹿足郡津和野町左鐙嶽山川平����番��地
先から同����番��地先まで

メートル

�
����
平成��年
	月�
日

益田県土整
備事務所津
和野土木事
業所

〃 �
�号
出雲市大社町杵築東
��番�地先から同
町修理免����番�地先まで

��
���
平成��年
	月�
日

出雲県土整
備事務所

〃 〃
出雲市小境町蛇喰����番�地先から同市
美野町字大谷�
�
番	地先まで

���
���
平成��年
	月�
日

県 道
斐川出雲大
社線

出雲市大社町杵築南�
�番�地先から同
���番�地先まで

�����
平成��年
	月�
日

〃
三刀屋佐田
線

出雲市佐田町反辺
���番�地先から同

���番�地先まで

������
平成��年
	月�
日

出雲市佐田町反辺
���番�地先から同
����番�地先まで

�����
平成��年
	月�
日

出雲市佐田町反辺��
�番	地先から同
����番�地先まで

�
���
平成��年
	月�
日

出雲市佐田町反辺����番�地先から同地
先まで

�
���
平成��年
	月�
日

出雲市佐田町反辺����番地先から同����

番�地先まで
������

平成��年
	月�
日

〃
益田津和野
線

益田市上黒谷町���番�地先から同町���

番�地先まで
������

平成��年
	月�
日

益田県土整
備事務所
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Ａ、宇那手町北口Ｂ、宇那手町殿御池、宇那手町中筋Ａ、宇那手町中筋Ｂ、宇那手町中筋Ｃ、宇那手町西谷Ａ、宇那

手町西谷Ｂ、宇那手町西谷Ｃ、宇那手町西谷Ｄ、宇那手町右谷Ａ、宇那手町右谷Ｂ、宇那手町右谷Ｃ、宇那手町右谷

Ｄ、宇那手町右谷Ｅ、宇那手町右谷Ｇ、恵比須、大井谷池北、大谷�、大谷Ａ、大谷Ｂ、大津町Ａ、大津町Ｂ、大津

町Ｃ、大津町Ｄ、大津町Ｅ、大津町Ｆ、大津町Ｇ、大津町Ｈ、大津町Ｉ、大津町来原Ａ、大津町来原Ｂ、大津町来原

Ｃ、大津町三谷Ａ、大寺Ａ、大寺Ｂ、大畑下、大平�、大平�、御方、御方�、御方�、岡田町飯山Ａ、岡田町飯山

Ｂ、岡田町飯山Ｃ、岡田町立正、御方橋東、御方橋南�、御方橋南�、沖谷橋北、沖谷橋西、奥井谷�Ａ、奥井谷�

Ｂ、奥井谷�、奥宇賀町納木Ａ、奥宇賀町納木Ｂ、奥宇賀町納木Ｃ、奥宇賀町納木Ｄ、奥宇賀町納木Ｅ、奥宇賀町布

勢上、奥宇賀町布勢下Ａ、奥宇賀町布勢下Ｂ、奥宇賀町布勢下Ｃ、奥宇賀町光尾上、奥宇賀町光尾下、奥宇賀町和田

上Ａ、奥宇賀町和田上Ｂ、奥宇賀町和田中、乙立町、乙立町Ａ、乙立町笈神社前、乙立町見田原Ａ、乙立町見田原

Ｂ、乙立町見田原Ｃ、乙立町見田原Ｄ、乙立町見田原Ｅ、乙立町見田原Ｆ、乙立町見田原Ｇ、乙立町田代Ｂ、乙立町

立久恵Ａ、乙立町立久恵Ｂ、乙立町立久恵Ｄ、乙立町立久恵Ｅ、乙立町立久恵Ｆ、乙立町向名Ａ、乙立町向名Ｂ、乙

立町向名Ｃ、乙立町向名Ｄ、乙立町森原Ａ、乙立町森原Ｂ、乙立町森原Ｃ、乙立町森原Ｄ、乙立発電所、乙立発電所

西�、表、海崎�、海崎�、柿ノ木谷、金山神社北、金山神社南、鐘築�、鐘築�、鐘築�、鐘築�、釜浦、釜谷、

上塩冶町大井谷Ａ、上塩冶町大井谷Ｂ、上塩冶町下沢Ａ、上塩冶町下沢Ｂ、上塩冶町下沢Ｃ、上塩冶町下沢Ｄ、上塩

冶町下沢Ｅ、上塩冶町下沢Ｆ、上塩冶町菅沢Ａ、上塩冶町菅沢Ｂ、上塩冶町菅沢Ｃ、上塩冶町菅沢Ｄ、上塩冶町半分

Ａ、上塩冶町半分Ｂ、上塩冶町半分Ｃ、上塩冶町半分Ｄ、上塩冶町半分Ｅ、上塩冶町半分Ｆ、上塩冶町半分Ｇ、上岡

田町上岡田上Ａ、上岡田町上岡田上Ｂ、上岡田町上岡田上Ｃ、上岡田町上岡田下Ａ、上岡田町上岡田下Ｂ、上岡田町

上岡田下Ｃ、上岡田中、上組、上島町大谷Ａ、上島町大谷Ｂ、上島町奥井谷Ａ、上島町奥井谷Ｂ、上島町中央、上島

町延畑Ａ、上島町延畑Ｂ、上島町森坂Ｂ、上島町和久輪Ａ、上島町和久輪Ｂ、上新宮、上田代、上田代上、上鹿園

寺、茅原�、唐川�、唐川�、唐川町後野、苅山、川北、川北西、河下町報徳Ａ、河下町報徳Ｂ、川向、神谷、神門

町Ａ、神門町Ｂ・知井宮町Ｃ、神門町Ｃ、北垣上、君野、木村橋北、木村橋東�Ａ、木村橋東�Ｂ、木村橋南、金山

�、金山�、日下Ａ、日下Ｂ、来阪神社南�、久多見上�、久多見上�、久多見町久多見上、久多見町久多見下Ａ、

久多見町久多見下Ｂ、久多見町久多見下Ｃ、久多見町久多見中Ａ、久多見町久多見中Ｂ、口宇賀、口宇賀町上の島、

口宇賀一、口宇賀六、国富町金山、国富町馬伏、国富十、久保田、熊野神社南�、熊見谷、倉垣、鞍掛橋南�、鞍掛

橋南�、見田原、見田原�、見田原�、小伊津川奥谷、小伊津町地下小路二、小猪目谷、神門谷Ａ、神門谷Ｂ、小境

町後山Ａ、小境町後山Ｂ、小境町北垣上東Ａ、小境町北垣上東Ｂ、小境町北垣上Ａ、小境町北垣上Ｂ、小境町北垣

中、小境町小境灘、小境町小境西Ａ、小境町小境西Ｂ、小境町小境西Ｃ、小境町胡麻谷、小境町胡麻谷Ａ、小境町胡

麻谷Ｂ、小境町胡麻谷Ｃ、小境町東上Ａ、小境町東上Ｂ、小境町東上Ｃ、小境町中ノ手上、小境町中ノ手下Ａ、小境

町中ノ手下Ｂ、小境町中ノ手上Ｂ、古志町井上Ａ、古志町井上Ｂ、古志町井上Ｃ、古志町井上Ｄ、古志町井上Ｅ、古

志町井上Ｆ、古志町井上Ｇ、古志町上新宮Ａ、古志町上新宮Ｂ、古志町上新宮Ｃ、古志町上新宮Ｄ、古志町上新宮

Ｅ、古志町上新宮Ｆ、古志町上新宮Ｇ、古志町下新宮Ａ、古志町下新宮Ｂ、古志町下新宮Ｃ、古志町下新宮Ｄ、古志

町下新宮Ｅ、古志町下新宮Ｆ、古志町下新宮Ｇ、古志町下新宮Ｈ、古志町下新宮Ｉ、許豆、小津町相代Ａ、小津町相

代Ｂ、小津町宮ノ町、小浜、小丸子橋�、小丸子橋�、西郷町小池Ａ、西郷町小池Ｂ、西郷町奈良尾Ａ、西郷町奈良

尾Ｂ、西郷町西谷下Ａ、西郷町西谷下Ｂ、西谷、境橋北�、境橋南�、坂浦、坂浦町、坂浦町繁田黒目Ａ、坂浦町繁

田黒目Ｂ、坂浦町下小路、坂浦町立石、坂浦町田の戸Ａ、坂浦町田の戸Ｂ、坂浦町田の戸Ｃ、坂下、坂の下、坂坊

�、坂本、桜下�、桜谷、桜谷�、廻、廻田、廻田谷上、廻田谷下、塩津、地蔵堂、白彊、知谷�、知谷橋東�、下

組Ａ、下組Ｂ、下組Ｃ、下古志町、下古志町宇賀、下古志町地蔵堂Ａ、下古志町新宇賀、下新宮、下新宮�、上乗寺

西�、昭和橋西、昭和橋東、白石、真覚庵西�、新宮池北、神西沖町Ａ・神門町Ｄ、神西沖町前組Ａ、神西沖町前組

Ｂ、神西新町九景Ａ、神西新町九景Ｂ、深山�、新殿、親睦�、菅原Ａ、菅原Ｂ、菅沢Ａ、菅沢Ｂ、須原、千本、園

町扇町、園町布崎上、園町本郷下Ｂ、園町本郷上・多久町苅藻谷Ｄ、園町本郷上Ａ、園町本郷上Ｂ、園町本郷中、園

町山谷、園町若葉Ａ、園町若葉Ｂ、園町若葉Ｃ、鷹の沢、高浜八幡宮西、滝姫、多久上、多久谷町遠所Ａ、多久谷町

遠所Ｂ、多久谷町遠所Ｃ、多久谷町奥上Ａ、多久谷町奥上Ｂ、多久谷町奥上Ｃ、多久谷町多久谷灘、多久谷町多久中

Ａ、多久谷町中ノ手西、多久谷町中ノ手東、多久谷町畑、多久谷町別所上Ａ、多久谷町別所上Ｂ、多久谷町別所上
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Ｃ、多久町上灘、多久町苅藻谷Ａ、多久町苅藻谷Ｂ、多久町苅藻谷Ｃ、多久町苅藻谷Ｅ、多久町苅藻谷Ｆ、多久町上

灘Ａ、多久町上灘Ｂ、多久町多久上Ａ、多久町多久上Ｂ、多久町多久上Ｃ、多久町多久上Ｄ、多久町多久上Ｅ、多久

町多久中、多久町寺谷Ａ、多久町寺谷Ｂ、多久町鳴竹Ａ、多久町鳴竹Ｂ、多久町平谷、竹ノ上、田代�、田代�、田

代橋西、唯浦、唯浦下浦、立久恵�、立久恵�、立久恵�、立岩、田中、田中口、谷田谷、知井宮�、知井宮�、知

井宮町浅柄、知井宮町間谷Ａ、知井宮町間谷Ｂ、知井宮町間谷Ｄ、知井宮町真幸ヶ丘、知井宮変電所東、知井宮変電

所南、地合町西地合、地合町東地合Ａ、地合町東地合Ｂ、地合町東地合Ｃ、中央、角井、角谷�、角谷�、角谷�、

角谷�、東郷町西上Ａ、東郷町西上Ｂ、東郷町東下、東郷町日の出Ａ、東郷町日の出Ｂ、堂原、堂原�、堂原�、堂

原�、堂原�、堂原�、堂原�、堂原	
Ａ、堂原	
Ｂ、東福町臼井、東福町茅原、東福町作暮Ａ、東福町作暮Ｂ、東

福町中組Ａ、東福町中組Ｂ、東福町牧戸、東福町吉原Ａ、東福町吉原Ｂ、東福町吉原Ｃ、所原町大月Ａ、所原町大月

Ｂ、所原町大月Ｃ、所原町大月Ｄ、所原町大月Ｅ、所原町大月Ｆ、所原町大月Ｇ、所原町大月Ｈ、所原町大月Ｉ、所

原町大月Ｊ、所原町木村Ａ、所原町木村Ｂ、所原町木村Ｃ、所原町桜上、所原町桜下、所原町桜谷、所原町知谷Ａ、

所原町知谷Ｂ、所原町知谷Ｃ、所原町知谷Ｄ、所原町知谷Ｅ、所原町知谷Ｆ、所原町寺領Ａ、所原町寺領Ｂ、所原町

須原Ａ、所原町須原Ｂ、所原町須原Ｃ、所原町須原Ｄ、所原町須原Ｅ、所原町須原Ｆ、所原町谷合、所原町堂原、所

原町殿森Ａ、所原町殿森Ｂ、所原町殿森Ｃ、所原町殿森Ｄ、所原町殿森Ｅ、所原町殿森Ｆ、所原町殿森Ｇ、所原町安

谷Ａ、所原町安谷Ｂ、殿川内上、殿川内下、殿森�、殿森�、鳥目、中組Ａ、中組Ｂ、中組Ｃ、中条、中西�、中ノ

手中�、中ノ手、中ノ手下、中村東、西上、西小路、西下、西神西町恵比須Ａ、西神西町恵比須Ｂ、西神西町恵比須

Ｃ、西神西町九景Ａ、西神西町坂本Ａ、西神西町坂本Ｂ、西神西町鳥目Ａ、西神西町鳥目Ｂ、西神西町鳥目Ｃ、西神

西町鳥目Ｄ、西神西町鳥目Ｅ、西神西町中組、西田�、西谷下�Ａ、西谷下�Ｂ、西谷下、西谷町Ａ、西谷町Ｂ、西

谷町Ｃ、西谷町Ｄ、西谷町Ｅ、西谷町Ｆ、西谷町Ｇ、西谷町Ｈ、西谷町Ｉ、西地合、西中、西林木町伊努谷、西林木

町Ａ、野石谷町伊儀Ａ、野石谷町伊儀Ｂ、野石谷町坂坊Ａ、野石谷町坂坊Ｂ、野石谷町坂坊Ｃ、野石谷町佐藤Ａ、野

石谷町佐藤Ｂ、野石谷町佐藤Ｃ、野郷町大畑、野郷町金森Ａ、野郷町金森Ｂ、野郷町金森Ｃ、野郷町金森Ｄ、野郷町

金森Ｅ、野郷町三ノ谷Ａ、野郷町三ノ谷Ｂ、野郷町三ノ谷Ｃ、野郷町堂ノ本Ａ、野郷町堂ノ本Ｂ、野郷町中ノ手Ａ、

野郷町中ノ手Ｂ、野郷町中ノ手Ｃ、野郷町中ノ手Ｄ、野郷町畑Ａ、野郷町畑Ｂ、野郷町松枝、野尻町石井、野尻町岩

根Ａ、野尻町岩根Ｂ、野尻町岩根Ｃ、野尻町岩根Ｄ、野尻町岩根Ｅ、野尻町牛尾Ａ、野尻町牛尾Ｂ、野尻町牛尾Ｃ、

野尻町廻田、野尻町法王寺Ａ、野尻町法王寺Ｂ、野尻町法王寺Ｃ、野尻町法王寺Ｄ、野尻町法王寺Ｅ、野尻町法王寺

Ｆ、野尻町宮本Ａ、野尻町宮本Ｂ、野尻町宮本Ｃ、野尻町宮本Ｄ、野尻町宮本Ｅ、野尻町宮本Ｆ、野尻町山後、延

畑、延畑�、延畑�、延畑�、畑、花月橋西�、馬場、浜、原�、原�、原�、半分、稗原町石畑Ａ、稗原町石畑

Ｂ、稗原町市森Ａ、稗原町市森Ｂ、稗原町市森Ｃ、稗原町市森Ｄ、稗原町鐘築Ａ、稗原町鐘築Ｂ、稗原町鐘築Ｃ、稗

原町鐘築Ｄ、稗原町鐘築Ｅ、稗原町鐘築Ｆ、稗原町鐘築Ｇ、稗原町下鐘築、稗原町杉尾Ａ、稗原町杉尾Ｂ、稗原町杉

尾Ｃ、稗原町杉尾Ｄ、稗原町杉尾Ｅ、稗原町杉尾Ｆ、稗原町杉尾Ｇ、稗原町杉尾Ｈ、稗原町杉尾Ｉ、稗原町角谷Ａ、

稗原町角谷Ｂ、稗原町角谷Ｃ、稗原町角谷Ｄ、稗原町角谷Ｅ、稗原町角谷Ｆ、稗原町角谷Ｇ、稗原町角谷Ｈ、稗原町

角谷Ｉ、稗原町角谷Ｊ、稗原町角谷Ｋ、稗原町角谷Ｌ、稗原町角谷Ｍ、稗原町角谷Ｎ、稗原町角谷Ｏ、稗原町戸倉

Ａ、稗原町戸倉Ｂ、稗原町戸倉Ｃ、稗原町戸倉Ｄ、稗原町戸倉Ｅ、稗原町戸倉Ｆ、稗原町仏谷Ａ、稗原町仏谷Ｂ、稗

原町仏谷Ｃ、稗原町仏谷Ｄ、稗原町仏谷Ｅ、稗原町仏谷Ｆ、稗原町仏谷Ｇ、稗原町仏谷Ｈ、稗原町仏谷Ｉ、稗原町仏

谷Ｊ、稗原町仏谷Ｋ、稗原町仏谷Ｌ、稗原町仏谷Ｍ、稗原町仏谷Ｎ、稗原町仏谷Ｏ、稗原町仏谷Ｐ、稗原町仏谷Ｑ、

稗原町仏谷Ｓ、稗原町仏谷Ｔ、稗原町仏谷Ｕ、稗原町仏谷Ｖ、稗原町三坂川Ａ、稗原町三坂川Ｂ、稗原町三坂川Ｃ、

稗原町山寄Ａ、稗原町山寄Ｂ、稗原町山寄Ｃ、稗原町山寄Ｄ、稗原町山寄Ｅ、稗原町山寄Ｆ、稗原町山寄Ｇ、稗原町

山寄Ｈ、稗原町山寄Ｉ、稗原町山寄Ｊ、稗原町山寄Ｋ、稗原町山寄Ｌ、稗原町山寄Ｍ、稗原町山寄Ｎ、東組Ａ、東組

Ｂ、東神西町Ａ・知井宮町Ａ、東神西町Ｂ・知井宮町Ｂ、東神西町中組Ａ、東神西町中組Ｂ、東神西町東組Ａ、東神

西町東組Ｂ、東神西町麓Ａ、東神西町麓Ｂ、東神西町麓Ｃ、東神西町麓Ｄ、東神西町麓Ｅ、東谷、東地合、東林木、

東林木町門前谷、東林木町湯屋谷Ａ、東林木町湯屋谷Ｂ、火守神社西、平田町愛宕町、平田町桃山町、平田町薬師

町、平谷川東�、布勢、布勢上、船津神社東、船津町上ゲ�、船津町菅原Ｂ、船津町菅原Ｃ、船津町原Ａ、船津町原

Ｂ、麓、麓下、平成町、平成橋北�、平成橋北�、平成橋西�、平成橋東、別所上、別所町別所Ａ、別所町別所Ｂ、
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別所東、保知石�、保知石�、保知石�、保知石中橋西�、保知石中橋西�、仏谷�、仏谷�、富能加神社北、本庄

町大蔵Ｂ、本庄町水谷下、本庄町森崎、前北、前口西、前田、前西、前東、馬木北�、馬木北�、馬木町Ａ、馬木町

Ｂ、馬木町Ｃ、馬木町Ｄ、馬木町Ｅ、馬木町Ｆ、真幸ヶ丘、松林池西、的場、丸ヶ谷、廻田池北�、万田町尾添、万

田町庄大、万田町峠Ａ、万田町峠Ｂ、万田町湯屋谷Ａ、万福寺西、右谷�、右谷�、右谷�、三坂川北�、三坂川北

�、三坂川北�、三坂川北�、水谷上、水谷上�、水谷上�、三田谷川�、三谷川西�、三谷川東、美談町西谷、美

談町東谷、三津Ａ、三津Ｂ、三津町川向、三津町中村西、三津町中村東Ａ、三津町中村東Ｂ、三津町西谷下、南浜、

御橋西�、美保、見々久町御方Ａ、見々久町御方Ｂ、見々久町御方Ｃ、見々久町御方Ｄ、見々久町御方Ｅ、見々久町

御方Ｆ、見々久町御方Ｇ、見々久町御方Ｈ、見々久町御方Ｉ、見々久町段Ａ、見々久町段Ｂ、見々久町段Ｃ、見々久

町段Ｄ、見々久町段Ｅ、見々久町畑Ａ、見々久町畑Ｂ、見々久町畑Ｃ、見々久町御崎神社南、見々久町山後Ａ、見々

久町山後Ｂ、宮ノ下、妙蓮寺東、向名、向名大橋西�、向名大橋南、向山、元寺橋南�、桃山西、森坂、森原�、門

前谷、門前谷上、安谷�、安谷�、柳谷、矢尾、矢尾町神門谷Ａ、矢尾町高浜八幡宮東、矢尾西、山崎、山寄�、山

寄�、山寄�、山寄川東、湯屋谷、要害山北、要害山西、要橋東�、代官家谷、美野町大谷Ａ、美野町大谷Ｂ、美野

町高山Ａ、美野町高山Ｂ、美野町高山Ｃ、美野町高山Ｄ、美野町高山Ｅ、美野町高山Ｆ、美野町西上Ａ、美野町西上

Ｂ、美野町西上Ｃ、美野町西灘、美野町引木、吉原�、寄居高島、鹿園寺町上奥Ａ、鹿園寺町上奥Ｂ、鹿園寺町上川

西、鹿園寺町下東、鹿園寺町中央上、鹿園寺町中央下、鹿園寺町繁門、和久利�、和久利�、和久輪、和田上�、和

田上�、和田中

� 土石流

相代川Ａ、相代川Ｂ、相代川Ｃ、青苔谷川、赤地川、上げ･一、上げ･二、上ヶ島川、上ヶ山川Ａ、上ヶ山川Ｂ、上

ヶ山川Ｃ、朝間、朝山町・一Ａ、朝山町・一Ｂ、朝山町・二、朝山町・三、朝山町Ａ、朝山町Ｂ、浅床川Ｂ、芦谷

Ａ、芦谷Ｂ、芦渡町Ａ、芦渡町Ｂ、芦渡町Ｃ、芦渡町Ｄ、芦渡町Ｅ、芦渡町Ｆ、芦渡町Ｇ、芦渡町Ｈ、芦渡町Ｉ、芦

渡町Ｊ、芦渡町Ｋ、芦渡町Ｍ、東川、阿土谷川①Ａ、阿土谷川①Ｂ、伊儀・一、伊儀・二、伊儀・三、石上川、一の

谷、一畑、一畑駅前Ａ、一畑駅前Ｂ、一畑駅前Ｃ、一畑薬師谷、市森、稲荷谷、伊努谷、伊努谷川（支）Ａ、伊努谷

川（支）Ｂ、伊努谷川Ａ、井上、猪目川（支流）、岩倉、岩根谷Ａ、岩根谷Ｂ、岩屋川、雲井滝、上奥Ａ、上奥Ｂ、

植木谷、後谷川Ａ、後谷川Ｂ、後谷川支川、後谷越①、後谷越②、後野、後野谷Ａ、後野谷Ｂ、内の池支川、十六

島、宇那手川、宇那手川Ａ、宇那手下、宇那手町Ａ、宇那手町Ｂ、宇和佐、枝谷川Ａ、榎谷川、恵比須、大井谷Ａ、

大井谷川、大浦川、大倉谷川、大谷、大谷･一、大谷･三、大谷④、大谷Ａ、大谷Ｂ、大谷奥、大谷川Ａ、大谷川Ｂ、

大谷川Ｃ、大谷川Ｄ、大月・一、大月・二、大月・三、大津町Ａ、大津町Ｂ、大坪、大年、太平川、御方・一、御

方・二、御方・三Ｂ、沖谷川、沖谷川Ａ、沖谷川Ｂ、沖谷川Ｃ、奥井谷上、奥井谷川、奥井谷前、奥の谷、奥の明

谷、奥原川、奥山川、乙立町Ｂ、乙立町Ｃ、乙立町Ｄ、柿木尻川、鍛冶屋谷川①、鍛冶屋谷川②、鍛冶屋床谷、加瀬

屋、加登川、金森Ａ、金森Ｂ、金森Ｃ、金山・一、金山・二、金山川、釜谷川支流、上塩冶町Ａ、上塩冶町Ｂ、上大

月・一、上大月・二、上大月・三、上大月Ａ、上大月Ｃ、上大月小谷、上岡田上・一、上岡田上・二、上岡田下、上

岡田中、上組、上栗原①、上島町Ａ、上島町Ｂ、上島町Ｃ、上島町Ｅ、上島町Ｆ、上園、上田代・二、上の島、上鹿

園寺・一、上鹿園寺・二、唐川Ｂ、唐川Ｃ、唐川川、狩迫谷、苅藻谷、苅藻谷川、河下・一、河下・二、河手坂、神

谷川Ｂ、神谷川Ｃ、神谷川Ｄ、神谷川Ｅ、神谷川Ｆ、神部川Ａ、神部川Ｂ、北垣上東Ａ、北垣上東Ｂ、北組、北谷川

Ａ、北谷川Ｂ、君野、君野・二、君野川、木村、木村①、客垣谷川、清谷川Ｂ、清谷川Ｃ、楠ノ木川、久多見上Ｂ、

久多見川、久多見中、口宇賀一谷、口宇賀七谷、国富小谷、熊見谷川Ａ、熊見谷川Ｂ、熊見谷川Ｃ、熊見谷川Ｄ、見

田原、見田原①、見田原⑤、見田原⑥、小伊津・一、小伊津奥谷、小伊津川、康国寺谷、高山、神門谷川①、神門谷

川②、神門谷川③、神門谷川Ａ、神門谷川Ｂ、神門谷川Ｃ、後谷山、高野寺川、紺屋谷川①、小境灘Ａ、小境灘Ｂ、

古志小谷、古志町Ａ、古志町Ｂ、古志町Ｅ、古志町Ｆ、古志町Ｇ、古志町Ｈ、古志町Ｉ、古志町Ｊ、古志町Ｋ、許豆

川、小谷川、胡麻谷、境川、坂浦・一、坂浦・三、坂浦Ａ、坂浦Ｂ、坂谷川、坂根川Ａ、坂根川Ｂ、佐賀利谷川、崎

の奥川、鷺の瀬、桜・一、桜・二、桜下、桜谷①、桜谷②、廻田谷、左皿川、定岡川、山田川、知谷・一、知谷・

二、知谷③、知谷④、知谷川、下組・一、下組・二、下組・三、下古志町、下椿川、下の奥、下原・一、下原・二、

下原・三、正応寺川、上乗寺、庄部、尻尾無川、新宮、新廻谷、親睦Ｂ、菅沢・二Ａ、菅沢・二Ｂ、菅沢川Ａ、菅沢

第���	
号 平成��年�月�日 (��)
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川Ｂ、菅原･一、菅原･二、菅沢・一、菅沢・三、須原・一、須原・二、須原・三、須原・四、須原⑥、瀬戸風、セド

ヤ川、高丸①Ａ、高丸①Ｂ、高丸②、滝ヶ平谷川、滝反川、多久川小谷、多久谷川Ｂ、多久谷町畑、竹上川Ａ、竹上

川Ｂ、立久恵・一、立久恵・二、立久恵・三、立久恵④、立石谷川、谷合、谷田谷川①、段Ａ、段Ｂ、丹堀川、知井

宮町Ａ、知井宮町Ｂ、知井宮町Ｃ、知井宮町Ｄ、知井宮町Ｅ、知井宮町Ｇ、中央、築山、土町、角谷、角谷・二、

峠、峠谷川、東郷川、堂の奥川、堂原Ａ、堂原Ｂ、堂原川、戸倉･一、戸倉･二、所原町、殿川内、殿宮谷川、殿宮橋

谷、殿森Ａ、中組、中廻川、中筋、中谷川、中ノ手・一、中ノ手・二、中ノ手・三、中ノ手・四、中ノ手下、中村、

中村川、中村西谷、投石川、七塚谷、西金山川、西谷、西谷上・一、西谷上・二、西谷上・三、西谷川Ａ、西谷川

Ｂ、西谷下、西谷町･一、西谷町･二、西谷町・三、西谷町・四、西谷町⑤Ａ、西谷町⑥、西谷町Ａ、西谷町Ｂ、西谷

町Ｃ、西谷町Ｄ、西谷町Ｅ、西谷町Ｇ、西谷町Ｈ、日進、野石谷川Ａ、野石谷川Ｂ、納木、納木・一、納木・二、野

郷・一、野郷・二、野郷・三Ａ、野郷・三Ｂ、野尻町Ａ、野尻町Ｂ、野尻町Ｃ、野尻東･一、野尻東・二Ａ、野尻

東・二Ｂ、延畑、延畑･一、延畑･二、延畑③、延畑⑥、延畑⑦、延畑⑨、延畑⑩Ａ、延畑⑩Ｃ、延畑⑪、延畑⑫、延

畑⑬、延畑⑭、能呂志川、畑、畑①、畑小谷、花月・一、林田内川、原･一、原･二、稗原町Ｇ、稗原町Ｈ、稗原町

Ｉ、稗原町Ｊ、稗原町Ｋ、稗原町Ｌ、稗原町Ｎ、東組、東谷川、東林木町Ａ、東林木町Ｂ、東別所川、引木、日向

川、平奥川、平側川、平林、布勢上、布施上・一、布施上・二、布施川、布施下・一、布施下・二、布施下・三、布

施中谷、二又川、二又川Ａ、船津町Ａ、船津原、麓、麓・二、麓・三、麓・五、浮浪屋谷川、別所、別所上谷、別所

川、報徳、保知石①、保知石②、保知石③、保知石④、保知石⑤Ｂ、保知石⑥、保知石⑦、保知石⑧、保知石⑨、仏

谷･一、仏谷･二、仏谷･三、本郷川、槙ヶ谷Ｂ、馬木町、馬木町・一、馬木町・二、松枝、松枝下谷、松の木谷、松

山、的場、馬伏山①、馬伏山②、丸ヶ谷、丸ヶ谷②、万田・一、万田・二、右谷③、右谷④、右谷⑤、右谷川、御崎

谷、御崎谷Ａ、水谷上、水谷上・三、水谷上・四、水谷川、水谷下・一、水谷下・二、三田谷川Ａ、三田谷川Ｂ、三

谷川Ａ、三津浦川、光尾上・一、光尾上・二Ａ、光尾上・二Ｂ、光尾下、三津灘川、三の谷川、見々久町Ａ、見々久

町Ｂ、宮後、宮ノ下、深山川、宮横、茗荷谷川、向堀川、向名①、向馬木、向馬木・二、本山川、森坂Ａ、森坂Ｂ、

森原・一、森原・二、森本川、門前谷川①、門前谷川②、安谷Ｂ、安谷Ｃ、安谷Ｄ、矢谷川、柳谷川Ｂ、柳谷川Ｃ、

柳谷川、山崎川、山崎谷、山藤川、山中、山の奥①、山の奥②、山の奥谷川Ａ、山の奥谷川Ｂ、山の空川、山寄・

一、湯屋谷、湯屋谷・一、湯屋谷・二、湯屋谷川、横土手、夜立川Ａ、夜立川Ｂ、寄居谷川、六ヶ谷川、鹿鳴小谷、

鹿鳴谷、ロクロ谷、若宮川、和久利、和久輪･一、和久輪・二、和田川、和田川二、和田下、鰐淵�号線谷

� 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県出雲県土整備事務所及び出雲市役所において一般の縦覧に供する。）

� �

平成��年島根県歯科技工士試験に合格した者の受験番号は、次のとおりである。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� � � 	 
 � �  � ��

� � � � � � 	

職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫


��������	��

職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則

職員の休日及び休暇に関する規則（昭和��年島根県人事委員会規則第	号）の一部を次のように改正する。

第�����号 平成��年�月��日(��)
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第�条の表第��号中「若しくは結核予防法」を削り、同表第��号中「�日」の次に「（中学校就学の始期に達するまで

の子を複数養育する場合にあっては�日）」を加える。

� �

この規則は、平成��年�月	日から施行する。

県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月
�日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

������	
����

県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則

県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則（昭和��年島根県人事委員会規則第��号）の一部を次のように

改正する。

第�条の表第��号中「若しくは結核予防法」を削り、同表第��号中「�日」の次に「（中学校就学の始期に達するまで

の子を複数養育する場合にあっては�日）」を加える。

� �

この規則は、平成��年�月	日から施行する。

職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月
�日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

������	
�����

職員の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則

職員の勤務時間に関する規則（平成元年島根県人事委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第	項ただし書中「、盲学校、ろう学校及び養護学校」を「及び特別支援学校」に改める。

第�条第	項中第�号を削り、第�号を第�号とし、同項第�号中「、盲学校、ろう学校又は養護学校」を「又は特別

支援学校」に改め、同号を同項第�号とし、同項中第�号から第�号までを	号ずつ繰り上げる。

別表中

「島根県立大学

看護短期大学

県立図書館 」

を「県立図書館」に、

「県立盲学校

県立ろう学校

県立養護学校」

を「県立特別支援学校」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月	日から施行する。

� � � 	 
 � �

島根県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月
�日

島根県公安委員会委員長 室 崎 富 恵

������	
�����

島根県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

島根県警察の組織に関する規則（平成�年島根県公安委員会規則第	号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「事務吏員又は技術吏員」を「警察官以外の職員」に改める。

第����号 平成��年�月
�日 (��)
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第��条第�項中「技術吏員」を「警察官以外の職員」に改める。

第��条第�項及び第��条第�項中「事務吏員若しくは技術吏員」を「警察官以外の職員」に改める。

第��条第�項中「事務吏員又は技術吏員」を「警察官以外の職員」に改める。

第��条第�項、第��条第�項及び第�	条第�項中「事務吏員若しくは技術吏員」を「警察官以外の職員」に改める。

第�	条の�第�項、第��条第�項及び第��条第�項中「技術吏員」を「警察官以外の職員」に改める。

第�
条第�項中「事務吏員若しくは技術吏員」を「警察官以外の職員」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月日から施行する。

島根県地方警察職員組織別定員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県公安委員会委員長 室 崎 富 恵

������	
����

島根県地方警察職員組織別定員に関する規則の一部を改正する規則

島根県地方警察職員組織別定員に関する規則（昭和��年島根県公安委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

本則第項の表を次のように改める。

� �

この規則は、平成��年�月日から施行する。

島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県公安委員会委員長 室 崎 富 恵

������	
�����

島根県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

島根県道路交通法施行細則（昭和��年島根県公安委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

別表一般国道�号（バイパス）の項の次に次のように加える。

別表一般国道�号（松江道路）の項の次に次のように加える。

別表主要地方道宍道インター線の項の次に次のように加える。

第��
��号 平成��年�月��日(�
)

本部署別
警 察 官 警察官以

外の職員
合 計

警 視 警 部 警 部 補 巡査部長 巡 査 計

警 察 本 部 �� 	� ��
 �� ��� ��� ��� ��


警 察 署 �� 	� ��� ��� ��	 ����
 ��	 �����

計 	� ��� ��� ��� ��
 ����� ��� ��	
�

一般国道�号（バイパ

ス）
松江市玉湯町湯町��	番�先から松江市玉湯町湯町�
��番先まで

一般国道�号（益田道

路）
益田市高津一丁目イ���
番��先から益田市須子町ロ�
�番�先まで
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別表一般県道斐川上島線の項の次に次のように加える。

別表市道中島�号線の項の次に次のように加える。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� �

昭和��年�月��日付け島根県報第�	
��号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�	���号 平成��年�月
�日 (��)

主要地方道 松江木次

線
松江市西嫁島二丁目���番�地先から松江市乃白町���番�地先まで

一般県道 蟠竜湖線 益田市高津町イ
���番�地先から益田市高津町イ
��番�地先まで

一般県道 石見空港線 益田市内田町イ���番地先から益田市高津町イ
���番�地先まで

一般県道 石見空港飯

田線
益田市高津町イ
���番�地先から益田市飯田町�
�
番地先まで

一般県道 久城イン

ター線
益田市高津一丁目イ��
�番��地先から益田市久城町��番�地先まで

市道 中吉田久城線 益田市乙吉町イ�番�地先から益田市久城町��番�地先まで
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平成�
年�月��日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成�
年�月�	日付け島根県報第��
��号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成�年��月��日付け島根県報第����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成��年�月�日付け島根県報第���	号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第����号 平成��年�月��日(�	)

ページ 行 誤 正

�� 上から�� 削り、同表 削り、同表Ｂ地域の項地域の区分の欄中「松

江市」の次に「（旧宍道町の区域を除

く。）」を加え、同表

ページ 行 誤 正

� 下から� 欄中「浜田 欄中「旭町」を削り、「浜田

ページ 行 誤 正

� 下から� 道路用地 農道用地

ページ 行 誤 正

� 下から� 平成�年�月�日 平成�年�月�日


